
補助機関
校 長

教 諭 養護教諭

教 諭

教 諭

事務職員

教務主任 保健主事

事務主任教 頭

教 諭

職員会議
校務をつかさどり、
所属職員を監督

校長を助け、校務を整理
校長に事故あるときの代理

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

生徒指導主事 進路指導主事

※全国平均の１校あたりの教職員数をもとに、
省令以上を職の配置した場合のイメージ

学年主任① 学年主任② 学年主任③

※中学校は管理職等を合わせて24名が平均的な姿

学校の組織運営のイメージ（中学校の旧タイプ）

学校評議員
校長の求めに応じ学校運営
に対して意見ができる

各主任は、当該業務に
かかる①連絡調整、②
指導・助言を行う。

教諭は、生徒の教育を
つかさどる。
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校長の監督を受け、事
務をつかさどる
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学校の組織運営のイメージ（中学校の新タイプ）

補助機関
校 長

教頭（管理）

職員会議

校務をつかさどり、
所属職員を監督する。

校長を助け、校務を整理する。
校長に事故あるときの代理。

（全国平均の１校あたりの教職員数をもとに、
省令以上の職を配置した場合のイメージ）

教 諭 養護教諭

教 諭

教 諭

事務職員

保健主事

事務主任

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

教 諭

進路指導主事学年主任① 学年主任② 学年主任③

主 幹 主 幹 指導教諭

学校評議員

校長の監督を受け、事
務をつかさどる

教諭は、生徒の教育
をつかさどる。

指導教諭は、他の教諭
の職務の遂行に必要な
事項について指導及び
助言を行い、並びに生
徒の教育をつかさどる。

校長及び教頭を助け、
校務の一部を整理し、
及び生徒の教育をつ
かさどる。

※現在の中学校の平均的な姿：
①中学校は管理職を含め24名が平均的な姿
②中学校は10学級（1学年3学級）が平均的な姿

校長の求めに応じ学校運営
に対して意見ができる

教務主任 生徒指導主事

教頭（指導）

現在の複数教頭の定数措置は
小27学級以上、中24学級以上
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各主任は、当該業務に
かかる①連絡調整、②
指導・助言を行う。


